
予算関係

主な事業

令和２年度高森町当初予算及び主な事業について紹介します

令和２年度当初予算の編成にあたって〜高森町の今後も見据えて〜

エンタメ業界連携プロジェクト
（企業版ふるさと納税）

デジタル防災行政無線導入工事
【２年目】 タブレット図書館設置事業

●国が認定した自治体が行う地方創
生に係るプロジェクトに賛同する
企業からの寄付金を募り、その寄
付金を財源に事業を実施します。

●老朽化した防災行政無線をデジタ
ル化し、再整備します。

●電子書籍を購読できるタブレット
図書館を設置に向け、児童生徒へ
の実証を行います。

【制度の概要】
　高森町は内閣府より、令和２年度から５
年間「高森まち・ひと・しごと創生推進計
画」の事業認定を受けました。企業が認定
事業に対し寄付を行った場合には特例措置
として、寄付額の約９割が法人関係税から
控除される制度です。その認定事業のひと
つとして「エンタメ業界と連携したまちづ
くりプロジェクト」を実施します。

【取組内容】
●エンタメ業界と連携したまちづくりプロ

ジェクト
①漫画制作等に関連する新たなビジネス
（産業）を創出するための取組み

②国内外からの漫画クリエータ等の人材を
受け入れる為の環境整備に関する取り
組みと地場産業の振興を図る取り組み

③くまもと国際マンガＣＡＭＰの開催　
など

【事業概要】
　熊本地震により災害時における防災無線
の重要性、必要性が再認識された。
⇒デジタル化することで、屋外でもよりク

リアな音質で届けることが可能。
【これまでの経緯】
　平成29年度中に方式選定精査を行い、平
成30年度に設計・発注の予定としていたが、
本町の複雑な地形において、「全世帯に確実
に情報を届ける」ための設計に時間を要し、
平成30年度に有識者による調査・設計を行
った。

【継続費】
　市町村が行う事業のち、2カ年以上にわた
って執行しなければ、その目的が達成され
ない事業について、期間、事業費総額等に
おける各年度ごとの支出総額を定めておき、
予め認めるもの。
⇒現時点で2年総額  6億7,000万円（R1  3

億円、R2  3億7,000万円）の予定
◆緊急防災・減災事業債を活用予定  
（交付税措置70％）

【事業の目的】
　情報通信基盤整備が完了している強みを
活かし、平野部と山間部での情報取得格差
を是正できるよう、タブレットにより子ど
もたちや町民の方々に電子書籍の貸し出し
ができる「タブレット図書館」の設置に向
けた実証。

【事業内容】
　令和2年度上半期で1人1台のタブレット
配備が完了している児童生徒に対し、利用
頻度や購読書籍を把握する。
⇒授業等でのサブ教材として使用するなど、

実際に利用し、利用頻度等の把握を行う。

　将来的に身の丈にあった図書館を設置し、
タブレットを配備し、町民への貸し出しを
行う。

【事業費】
　10,863,000円（令和2年度）
※企業版ふるさと納税制度の認定事業とし

て企業からの寄付を募り事業を実施しま
す。

事業費 寄付額 一般財源

2,000万円 2,000万円 0円

事業費 補助額 一般財源

1,087万円 0円 1,087万円

事業費 起債借入額 交付税措置 実質町負担

3億7,000万円 3億7,000万円 2億5,900万円 1億1,100万円
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